
前年
同期比

不開始 解決 移行 不応諾 不調 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

391 1,977 ▲12% 2,368 2,042 326 0 754 715 0 184 0 389 2,042 769 711 445 117 2,042

1 10 増減なし 11 9 2 0 4 1 0 4 0 0 9 2 3 3 1 9

130 396 ▲24% 526 434 92 0 194 202 0 5 0 33 434 77 182 132 43 434

823 2,595 9% 3,418 2,412 1,006 5 1,957 228 0 190 0 32 2,412 554 875 492 491 2,412

64 390 ▲8% 454 413 41 6 273 9 2 115 0 8 413 205 145 36 25 411

6 97 ▲21% 103 98 5 2 76 3 0 0 0 17 98 60 28 9 1 98

91 892 ▲21% 983 922 61 0 728 161 0 9 0 24 922 652 190 52 28 922

5 117 ▲53% 122 117 5 0 108 1 0 3 0 5 117 109 3 2 3 117

1,511 6,474 ▲9% 7,985 6,447 1,538 13 4,094 1,320 2 510 0 508 6,447 2,428 2,137 1,171 709 6,445

（単位：件）

日本損害保険協会

（３）苦情処理手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

合計

生命保険協会

(指定紛争解決機関名)

信託協会

（２）苦情処理手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）

保険オンブズマン

指定紛争解決機関の苦情処理手続実施状況
（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

当期の
受付件数

受付件数
計

全国銀行協会

前期の
未済件数

１．苦情処理手続の実施状況

（1）苦情処理手続件数（当期の状況）

当期の
既済件数

当期の
未済件数

（注２）計数は速報値である。

日本少額短期保険協会

日本貸金業協会

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

証券・金融商品
あっせん相談センター

【凡例】
○不開始・・・手続が開始される前に苦情が解決したため、手続開始に至らなかったもの。
○解 決・・・手続開始後に苦情が解決したもの。
○移 行・・・苦情処理手続を実施したが、最終的に紛争解決手続へ移行したもの。

○不応諾・・・金融機関が苦情処理手続に応じなかったもの。

○不 調・・・苦情処理手続を実施したが、申立人の納得が得られなかったもの（移行を除く）。

○移 送・・・指定紛争解決機関が、他の指定紛争解決機関の苦情処理手続に付することが適当と認めたもの。
○その他・・・苦情処理手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。

（資料１－１）


